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東京都渋谷区渋谷三丁目２９番１４号
請求人 株式会社三共

大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４号 中之島フェスティバルタワー・ウエ
スト
代理人弁理士 特許業務法人深見特許事務所

　特願２０１５－　８７５７９「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成２８
年１２月　８日出願公開、特開２０１６－２０２５６５〕について、次のと
おり審決する。

結　論
　本件審判の請求は、成り立たない。

理　由
第１　手続の経緯
　本願は、平成２７年４月２２日に特許出願したものであって、平成２９年
３月１日付けで拒絶理由通知がなされ、平成２９年５月２日付けで意見書及
び手続補正書が提出され、平成２９年７月４日付け（発送日：平成２９年７
月１１日）で拒絶査定がなされ、これに対して平成２９年８月２１日に拒絶
査定不服審判が請求されるとともに手続補正がなされ、これに対して平成
２９年１０月３日付けで前置報告がなされたものである。

第２　平成２９年８月２１日付けの手続補正についての補正却下の決定

［補正却下の決定の結論］
　平成２９年８月２１日付けの手続補正（以下、本件補正という）を却下す
る。

［理由］
　１．本件補正の概要
　本件補正は特許請求の範囲の請求項１の補正を含むものであり、本件補正
により、特許請求の範囲の請求項１の記載は、
　補正前（平成２９年５月２日付け手続補正）の
「【請求項１】
Ａ　変動表示を行ない、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機
であって、
Ｂ　未だ開始されていない変動表示について、保留表示として表示可能な保
留表示手段と、
Ｃ　保留表示の態様を、所定態様から第１特別態様および第２特別態様を含
む複数種類の特別態様のうちのいずれかに変化可能な態様変化手段と、
Ｄ　前記所定態様で表示されている保留表示の態様が変化することを示唆す
る示唆演出を実行可能とする示唆演出実行手段とを備え、



　前記示唆演出実行手段は、
Ｄ１　前記所定態様で表示されている保留表示の態様が前記第１特別態様に
変化することを示唆する第１示唆演出と、
Ｄ２　前記所定態様で表示されている保留表示の態様が前記第２特別態様に
変化することを示唆する第２示唆演出と、
Ｄ４　一つの演出により前記所定態様で表示されている複数の保留表示の態
様が前記特別態様に変化することを示唆する特定示唆演出とを実行可能であ
る、遊技機。」
から、補正後（本件補正である平成２９年８月２１日付け手続補正）の
「【請求項１】
Ａ　変動表示を行ない、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機
であって、
Ｂ　未だ開始されていない変動表示について、保留表示として表示可能な保
留表示手段と、
Ｃ　保留表示の態様を、所定態様から第１特別態様および第２特別態様を含
む複数種類の特別態様のうちのいずれかに変化可能な態様変化手段と、
Ｄ　前記所定態様で表示されている保留表示の態様が変化することを示唆す
る示唆演出を実行可能とする示唆演出実行手段とを備え、
　前記示唆演出実行手段は、
Ｄ１　前記所定態様で表示されている保留表示の態様が前記第１特別態様に
変化することを示唆する第１示唆演出と、
Ｄ２　前記所定態様で表示されている保留表示の態様が前記第２特別態様に
変化することを示唆する第２示唆演出と、
Ｄ３　前記所定態様から前記第１特別態様に変化することを示唆した後、前
記第２特別態様に変化することを示唆する第３示唆演出と、
Ｄ４　一つの演出により前記所定態様で表示されている複数の保留表示の態
様が前記特別態様に変化することを示唆する特定示唆演出とを実行可能であ
る、
遊技機。」
へ補正された（記号は分節のため当審で付した。下線は補正箇所を示
す。）。

　２．補正の適否
　本件補正は、補正前の請求項１において、発明特定事項Ｄ３の
「前記所定態様から前記第１特別態様に変化することを示唆した後、前記第
２特別態様に変化することを示唆する第３示唆演出と、」
という事項を追加する補正である。
　そして、補正後の請求項１に記載された発明は、補正前の請求項１に記載
された発明と、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。
　よって、本件補正は、特許法第１７条の２第５項第２号に規定する限定的
減縮を目的とするものに該当する。
　そして、本件補正は新規事項を追加するものではない。
　
　３．独立特許要件
　そこで、本件補正後の請求項１に記載された発明（以下「本件補正発明」
という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか
否か（特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第７項の
規定に適合するか）について以下に検討する。

　（１）先願明細書等
　原査定の拒絶の理由において提示された、本願の出願日以前に出願された
特願２０１４－２１４５９２号（特開２０１６－７７７３０号公報参照）の
願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下、「先願明細
書等」という。）には以下の記載がある。（下線は合議体が審決にて付し
た。以下、同じ。）



　（ア）　「【０００１】
　本発明は、パチンコ遊技機などの遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、始動口に遊技球が入賞したことを条件として大当たり抽選を受
けるための権利が取得され、大当たり抽選により大当たりに当選した場合に
は大入賞口が開放され、当該大入賞口に遊技球が入賞することで多量の賞球
を獲得可能な特別遊技が実行可能となる遊技機が知られている。詳説する
と、始動口に遊技球が入賞したときに特図判定用情報として特図判定用情報
記憶領域に記憶し、始動条件の成立により、特図判定用情報記憶領域に記憶
された特図判定用情報を読み出して大当たり抽選を実行する。」

　（イ）　「【００３３】
＜＜遊技機の基本動作＞＞
　次に、遊技機１００の基本動作について説明する。遊技機１００は、第１
又は第２始動条件が成立すると、その成立タイミングに応じた特図判定用情
報を取得し、特図判定用情報に基づく大当たり抽選を行う。特図判定用情報
の取得は、大当たり抽選の権利の取得に相当する。大当たり抽選では、大当
たりに当選したか否か（大当たりに当選したか、或いはハズレであるか）が
判定される。第１始動条件の成立に基づいて大当たり抽選をおこなった場
合、遊技機１００は、第１特別図柄表示部２０１ａの第１特別図柄を変動表
示させる。そして、この変動表示の開始から所定時間経過後に、大当たり抽
選の抽選結果を示す図柄で（即ち大当たり抽選の抽選結果を示す態様で）第
１特別図柄を停止表示させる。一方、第２始動条件の成立に基づいて大当た
り抽選をおこなった場合、遊技機１００は、第２特別図柄表示部２０１ｂの
第２特別図柄を変動表示させる。そして、この変動表示の開始から所定時間
経過後に、大当たり抽選の抽選結果を示す図柄で（即ち大当たり抽選の抽選
結果を示す態様で）第２特別図柄を停止表示させる。」

　（ウ）　「【０１７０】
　図１９（ａ）は保留画像の表示態様の一例を示す図である。保留画像
ＱＣ１～ＱＣ７は互いに異なる画像である。本例において保留画像ＱＣ１は
白色の画像、保留画像ＱＣ２は青色の画像、保留画像ＱＣ３は緑色の画像、
保留画像ＱＣ４は赤色の画像、保留画像ＱＣ５は虹柄（七色）の画像であ
る。」

　（エ）　「【０２１７】
―――保留演出態様決定処理―――
　ＣＰＵ４３１は保留演出態様決定処理において、保留演出の演出態様を決
定する。本処理において決定可能な保留演出の演出態様としては、互いに演
出態様が異なる第１保留演出～第３保留演出が設定される。第１保留演出～
第３保留演出の演出態様の詳細は、本実施形態及び以降の実施形態の記載に
より明らかとなるが、各保留演出の演出態様について簡潔に述べると、第１
保留演出は、初期画像と最終画像の画像が同一の画像であって画像が変化し
ない演出である。なお、初期画像とは、事前判定対象に対応する保留画像と
して最初に画像表示領域ＱＲ３に表示される保留画像である。」

　（オ）　「【０２５４】
　図３２は保留変化前兆演出の演出例を示す説明図である。図３２は事前判
定対象に対して保留非変化演出Ｙ１－２及び保留非変化予告演出の実行が決
定された場合における保留変化前兆演出の演出例である。この場合、図
３２（ａ）に示すように、画像表示領域ＱＲ３に初期画像として、画像
ＱＣ２が表示された後に、図３２（ｂ）に示すように保留変化前兆演出とし
て、画像表示部１０４内であって、画像表示領域の近傍（本例では画像表示
領域ＱＲ４の左側）に、緑色の球を持ったキャラクターＴＫが登場する演出
が実行される。上述したように、保留変化前兆演出は、初期画像が、初期画



像とは異なる画像であって、且つ、初期画像よりも大当たりに対する信頼度
が高い特定の画像に対応する保留画像又は当該権利画像に変化しうることを
示唆するであるため、本例では、図３２（ｂ）に示す保留変化前兆演出に代
えて、図３３（ａ）又は（ｂ）に示すように、赤色又は虹色の球を持った
キャラクターＴＫが登場する演出を実行することが可能であるが、白色又は
青色の球を持ったキャラクターＴＫが登場する演出は実行されない。」

　（カ）　「【０２７０】
／／／第２実施形態／／／
　第１実施形態では、保留演出態様決定処理において、第１保留演出の実行
が決定された場合について説明したが、本実施形態では、保留演出態様決定
処理において、第２保留演出の実行が決定された後に実行される保留演出内
容決定処理について説明する。
【０２７１】
―――保留演出内容決定処理―――
　ＣＰＵ４３１は保留演出態様決定処理において第２保留演出の実行を決定
した後、保留演出内容決定処理を実行する。以下、第２保留演出の内容の詳
細について説明する。
【０２７２】
　ＣＰＵ４３１は、第２保留演出の具体的な演出内容を決定するための保留
演出内容決定処理を実行する。第２保留演出として実行される演出は、初期
画像と最終画像の画像が異なる画像であって、画像が変化する演出（保留変
化演出）を少なくとも含み、さらに、保留変化演出の前に、保留変化演出が
実行されることを示唆する保留変化予告演出が実行されてもよい。以下、保
留変化演出及び保留変化予告演出の詳細について、説明する。
・・・
【０２７６】
　図４１は保留変化演出Ｙ２－７の演出例を示す説明図である。図
４１（ａ）に示すように、初期画像として画像表示領域ＱＲ３に画像ＱＣ２
が表示される。次に、図４１（ａ）に示す画像表示領域ＱＲ１に対応する先
行保留に対して特図判定の権利が消化されると、図４１（ｂ）に示すよう
に、画像ＱＣ２を画像ＱＣ３に変化させた上で、画像表示領域ＱＲ２にシフ
トする。さらに、図４１（ｂ）に示す画像表示領域ＱＲ１に対応する先行保
留に対して特図判定の権利が消化されると、図４１（ｃ）に示すように、画
像ＱＣ３を画像ＱＣ４に変化させた上で画像表示領域ＱＲ１にシフトする。
そして、事前判定対象に対する特図判定の権利が消化されると、図
４１（ｄ）に示すように、画像表示領域ＱＲ１から画像ＱＣ４を消去すると
共に、最終画像として、画像ＰＣ５を画像表示領域ＰＲ１に表示し、遊技者
にとっては画像ＱＣ４が画像ＰＣ５に変化された上で、画像表示領域ＱＲ１
から画像表示領域ＰＲ１にシフトされたように認識される。
【０２７７】
　保留変化演出は、初期画像から最終画像に直接変化される演出としてもよ
いが、図４１に示したように、初期画像から、初期画像及び最終画像とは異
なる画像に変化された上で、最終的に最終画像を表示することとしてもよい
（以下、保留変化演出において、初期画像及び最終画像とは異なる画像を
「経由画像」と称する。）。保留変化演出において初期画像から経由画像に
変化し、経由画像から最終画像に変化される演出が実行される場合、経由画
像としては、初期画像よりも大当たりに対する信頼度が高く、最終画像より
も大当たりに対する信頼度が低い画像が選択される。また、経由画像として
複数の経由画像を選択してもよく、各経由画像間において、大当たりに対す
る信頼度は、先に表示される経由画像ほど大当たりに対する信頼度が低い画
像が選択され、後に表示される経由画像ほど大当たりに対する信頼度が高い
画像が選択される。図４１に示す保留変化演出は、経由画像として、初期画
像（画像ＱＣ２）及び最終画像（画像ＰＣ５）とは異なる画像（画像ＱＣ３
及び画像ＱＣ４）が選択され、また、経由画像においては大当たりに対する
信頼度が低い順（画像ＱＣ３、画像ＱＣ４の順）に表示される（図
４１（ｂ）及び（ｃ）参照）演出である。」



　（キ）　「【０２９７】
　本実施形態において保留変化予告演出とは、保留非変化予告演出と同様の
保留変化前兆演出（初期画像が初期画像とは異なる特定の画像であって、且
つ、初期画像よりも大当たりに対する信頼度が高い保留画像又は当該権利画
像に変化しうることを示唆する演出）を少なくとも含み、保留変化前兆演出
後に実行可能な演出であって、初期画像が上記特定の画像に対応する保留画
像又は当該権利画像に変化することを示唆する保留変化示唆演出を含んでい
てもよい。」

　（ク）　「【０２９９】
　図４４は保留変化示唆演出の演出例を示す説明図である。上述したように
保留変化示唆演出は保留変化前兆演出の後に実行可能な演出であり、図
４４（ａ）は、図３２（ｂ）と同一の図が示されている。なお、図４４は図
４１に示す保留変化演出Ｙ２－７において、図４１（ａ）と図４１（ｂ）と
の間で実行される保留変化示唆演出を示す説明図である。
【０３００】
　図４４（ａ）に示すように緑色の球を持ったキャラクターＴＫが登場する
保留変化前兆演出が実行され、図４４（ｂ）に示すように、画像ＱＣ２が画
像表示領域ＱＲ３から画像表示領域ＱＲ２にシフトされた後に、保留変化示
唆演出として、キャラクターＴＫが緑色の球を画像表示領域ＱＲ２に向かっ
て投げる演出が実行され、さらにその後に、図４４（ｃ）に示すようにキャ
ラクターＴＫが投げた緑色の球が画像表示領域ＱＲ２に表示された画像
ＱＣ２に当たり、画像表示領域ＱＲ２に表示されていた画像ＱＣ２が画像
ＱＣ３に変化する演出が実行される。当該保留変化示唆演出が実行されるこ
とで遊技者は画像表示領域ＱＲ２に表示されている画像ＱＣ２が、画像
ＱＣ２よりも大当たりに対する信頼度が高い画像ＱＣ３（緑色の画像の保留
画像）に変化することを認識することができる。」

　（ケ)　「【０３０７】
　保留変化予告演出の実行が決定された場合において、保留変化予告演出を
実行する回数は、保留変化演出における経由画像の数よりも１大きな数値以
下（すなわち、画像が変化する回数以下であって、例えば経由画像が１つで
あれば、初期画像が経由画像に変化し、経由画像が最終画像に変化するため
合計２回画像が変化するため２回以下）であればよい。保留変化予告演出を
実行する回数を、保留変化演出における経由画像の数よりも１大きな数値と
同一とすれば、画像が変化される度に保留変化予告演出が実行されることに
なる。また、保留変化予告演出を実行するタイミングは、画像を変化させる
タイミングに同期させて実行され、保留変化予告演出後に保留変化演出が実
行されるように設定される。また、保留変化前兆演出として、初期画像又は
経由画像がいずれの画像に変化しうることを示唆するかは、変化前の初期画
像又は経由画像と、変化後の経由画像又は当該権利画像に基づいて決定され
る。１の画像に変化しうることを示唆する場合には、変化後の経由画像又は
当該権利画像に変化しうることを示唆し、複数の画像に変化しうることを示
唆する場合には、変化後の経由画像又は当該権利画像、及び、変化前の初期
画像又は経由画像よりも大当たりに対する信頼度が高く、変化後の経由画像
又は当該権利画像とは異なる画像のいずれかに変化しうることを示唆する。
なお、これらを定める方法は特に限られるものではなく、演出用乱数に基づ
いて定めることとしてもよい。また、保留変化演出が実行される場合には、
保留変化予告演出として、保留変化前兆演出及び保留変化示唆演出を実行さ
れるが、例えば、１回分の保留変化予告演出が１回分の特図変動の変動期間
内で実行される場合に、特図変動の変動時間が、保留変化前兆演出及び保留
変化示唆演出の実行に要する時間未満である場合には、保留変化前兆演出の
みを実行し、或いは、保留変化予告演出を実行しないこととしてもよく、そ
の場合は、保留変化前兆演出後、或いは、保留変化予告演出なしに保留変化
演出が実行される。」



　（コ）　「【０３１０】
　本実施形態によれば、始動条件の成立により特別遊技を行うか否かの特別
遊技判定の権利を保留可能な保留手段と、演出を行わせる演出制御手段と、
を備え、前記演出制御手段は、前記権利が保留されていることを示す保留図
柄を表示手段に表示させるとともに、前記保留図柄を特殊保留図柄に変化さ
せることが可能な保留表示制御手段と、前記保留図柄が前記特殊保留図柄に
変化される前に、前記特殊保留図柄に変化されることを示唆する予告演出を
行わせることが可能な予告演出制御手段と、を有し、前記保留表示制御手段
は、前記保留図柄を、前記特別遊技が行われる可能性が高いことを示唆する
第１の特殊保留図柄、又は、前記第１の特殊保留図柄よりも前記特別遊技が
行われる可能性が高いことを示唆する第２の特殊保留図柄、に変化させるこ
とが可能であり、前記予告演出制御手段は、前記保留図柄が前記第１の特殊
保留図柄に変化されるとき、前記第１の特殊保留図柄に変化される可能性が
あることを示唆する第１の予告演出を行わせることを可能にし、前記保留図
柄が前記第２の特殊保留図柄に変化されるとき、前記第２の特殊保留図柄に
変化される可能性があることを示唆する第２の予告演出を行わせることを可
能にする。
【０３１１】
　なお、上記構成において、保留手段は、図４を参照して大当たり抽選の権
利を所定数を上限として保留し、特図保留情報をＲＡＭ４１３に記憶させる
主制御部４０１に相当する。また、保留表示制御手段及び予告演出制御手段
を有する演出制御手段は、図１２を参照して変動演出を実行する演出制御部
４０３に相当する。そして、保留表示制御手段が実行する処理は、現在表示
されている保留図柄を現在表示されている保留図柄よりも大当たりに対する
信頼度が高い特殊保留図柄に変化させる保留変化演出であり、保留変化演出
として保留図柄が第１の特殊保留図柄に変化される場合に、予告演出制御手
段は、示唆演出として、保留図柄が第１の特殊保留図柄に変化されることを
示唆する保留変化予告演出を実行し、保留変化演出として保留図柄が第２の
特殊保留図柄に変化される場合に、予告演出制御手段は、示唆演出として、
保留図柄が第２の特殊保留図柄に変化されることを示唆する保留変化予告演
出を実行する。」

　（サ）　「【０４２２】
　[保留変化示唆演出の変形例２]
　第２実施形態において、保留変化予告演出は、特図判定の権利が複数保留
されている場合に、その内、特定の一つの特図判定の権利が保留されている
ことを示す保留画像について保留変化演出が実行されることを示唆する演出
であったが、本変形例においては、特定の二つの特図判定の権利が保留され
ていることを示す保留画像について保留変化演出が実行されることを示唆す
ることが可能であることとする。
【０４２３】
　図８７及び図８８は、本変形例による保留変化予告演出の演出例を示す説
明図であり、事前判定対象に対して保留演出決定処理において保留変化演出
Ｙ２－６の実行が決定され、先行保留の内、事前判定対象よりも一つ特図判
定の権利の優先順位が高い先行保留（図８７（ａ）に示す画像表示領域
ＱＲ２に表示された保留画像ＱＣ１に対応する保留であり、対象先行保留と
称する。）に対して保留演出決定処理において保留変化演出Ｙ２－２の実行
が決定されている場合における保留変化予告演出の演出例の説明図である。
【０４２４】
　本変形例における保留変化演出Ｙ２－６は、図８７（ａ）に示すように事
前判定対象に対応する画像ＱＣ２が画像表示領域ＱＲ３に表示されていると
きに画像ＱＣ４に変化され、その後、先行保留の特図判定の権利が消化され
る毎に、画像ＱＣ４が画像表示領域ＱＲ２、ＱＲ１に順次シフトされ、事前
判定対象の特図判定の権利が消化された後、最終画像として画像表示領域
ＰＲ１に画像ＰＣ４を表示するものであることとする。また、保留変化演出
Ｙ２－２は、図８７（ａ）に示すように対象先行保留に対応する画像ＱＣ１
が画像表示領域ＱＲ２に表示されているときに画像ＱＣ３に変化され、その



後、対象先行保留の先行保留の特図判定の権利が消化されると、画像ＱＣ３
が画像表示領域ＱＲ１にシフトされ、対象先行保留の特図判定の権利が消化
された後、最終画像として画像表示領域ＰＲ１に画像ＰＣ３を表示するもの
であることとする。
【０４２５】
　この場合、保留変化前兆演出として、図８７（ｂ）に示すように、キャラ
クターＴＫが緑色の球と赤色の球を持って登場する演出が実行される。その
後、保留変化示唆演出として、キャラクターＴＫが緑色の球を画像表示領域
ＱＲ２に向かって投げ、赤色の球を画像表示領域ＱＲ３に向かって投げる演
出（図８７（ｃ）参照）、及び、緑色の球が画像表示領域ＱＲ２に表示され
た画像ＱＣ１に当たり、赤色の球が画像表示領域ＱＲ３に表示された画像
ＱＣ２に当たる演出（図８８（ａ）参照）が実行された後、保留変化演出
Ｙ２－２及びＹ２－７として、画像表示領域ＱＲ２に表示された画像ＱＣ１
が画像ＱＣ３に変化し、画像表示領域ＱＲ３に表示された画像ＱＣ２が画像
ＱＣ４に変化する演出が実行される（図８８（ｂ）参照）。本変形例による
保留変化予告演出は、特に、特図判定の権利が短期間で複数保留されやすい
右打ち遊技中に実行しやすい演出である。」

　（シ）　（ア）の【０００２】には「大当たり抽選により大当たりに当選
した場合には・・・多量の賞球を獲得可能な特別遊技が実行可能となる遊技
機」という記載が、（イ）の【００３３】には「大当たり抽選をおこなった
場合、遊技機１００は、・・・特別図柄を変動表示させ」という記載があ
り、先願明細書等には「大当たり抽選をおこなって特別図柄を変動表示さ
せ、大当たりに当選した場合には多量の賞球を獲得可能な特別遊技が実行可
能となる遊技機１００」が記載されているといえる。（認定事項（シ））

　（ス）　(コ)の【０３１０】には「始動条件の成立により特別遊技を行う
か否かの特別遊技判定の権利を保留可能な保留手段」という記載が、
【０３１１】には「保留手段は、・・・大当たり抽選の権利を・・・保留
し、」という記載があることから、「始動条件の成立により特別遊技を行う
か否かの特別遊技判定の権利」とは「大当たり抽選の権利」であることは明
らかであり、【０３１０】の「前記権利が保留されていることを示す保留図
柄を表示手段に表示させる」という記載と合わせると、先願明細書等には
「大当たり抽選の権利が保留されていることを示す保留図柄」を表示する
「表示手段」が記載されていることも明らかである。（認定事項（ス
－１））
　さらに、【０３１０】には「前記権利が保留されていることを示す保留図
柄を表示手段に表示させるとともに、前記保留図柄を特殊保留図柄に変化さ
せることが可能な保留表示制御手段」、「前記保留表示制御手段は、前記保
留図柄を、・・・第１の特殊保留図柄、又は、・・・第２の特殊保留図柄、
に変化させることが可能であ」るという記載があることから、先願明細書等
には「前記保留図柄を、第１の特殊保留図柄、又は、前記第１の特殊保留図
柄、又は、第２の特殊保留図柄、に変化させて表示手段に表示させることが
可能であ」る「保留表示制御手段」が記載されているといえる。（認定事項
（ス－２））

　（セ）　（エ）の【０２１７】には「初期画像とは、・・・保留画像であ
る」、（オ）の【０２５４】には「保留変化前兆演出は、初期画像が、初期
画像とは異なる画像であ」る「特定の画像に対応する保留画像・・・に変化
しうることを示唆する」、（キ）の【０２９７】には「保留変化予告演出と
は、・・・保留変化前兆演出・・・を少なくとも含み、保留変化前兆演出後
に実行可能な演出であ」る「保留変化示唆演出を含んでいてもよい」と記載
されており、（コ）の【０３１１】には「予告演出制御手段は、・・・保留
変化予告演出を実行し」「予告演出制御手段は、・・・保留変化予告演出を
実行する」と記載されていることから、先願明細書等には「保留画像である
初期画像が、初期画像とは異なる画像である特定の画像に対応する保留画像
に変化しうることを示唆する保留変化前兆演出を少なくとも含み、保留変化



前兆演出後に実行可能である保留変化示唆演出を含んでいてもよい保留変化
予告演出」「を実行する予告演出制御手段」が記載されているといえる。
　加えて、（コ）の【０３１０】には「予告演出制御手段と、を有し」「前
記予告演出制御手段は、前記保留図柄が前記第１の特殊保留図柄に変化され
るとき、前記第１の特殊保留図柄に変化される可能性があることを示唆する
第１の予告演出を行わせることを可能にし、前記保留図柄が前記第２の特殊
保留図柄に変化されるとき、前記第２の特殊保留図柄に変化される可能性が
あることを示唆する第２の予告演出を行わせることを可能にする」という記
載があることから、先願明細書等には「前記保留図柄が前記第１の特殊保留
図柄に変化されるとき、前記第１の特殊保留図柄に変化される可能性がある
ことを示唆する第１の予告演出を行わせることを可能にし、前記保留図柄が
前記第２の特殊保留図柄に変化されるとき、前記第２の特殊保留図柄に変化
される可能性があることを示唆する第２の予告演出を行わせることを可能に
する」「予告演出制御手段」が記載されているといえる。
　以上を総合すると、先願明細書等には「保留画像である初期画像が、初期
画像とは異なる画像である特定の画像に対応する保留画像に変化しうること
を示唆する保留変化前兆演出を少なくとも含み、保留変化前兆演出後に実行
可能である保留変化示唆演出を含んでいてもよい保留変化予告演出を実行す
る予告演出制御手段であって、前記保留図柄が前記第１の特殊保留図柄に変
化されるとき、前記第１の特殊保留図柄に変化される可能性があることを示
唆する第１の予告演出を行わせることを可能にし、前記保留図柄が前記第２
の特殊保留図柄に変化されるとき、前記第２の特殊保留図柄に変化される可
能性があることを示唆する第２の予告演出を行わせることを可能にする予告
演出制御手段」が記載されているといえる。（認定事項（セ））

　（ソ）　（ク）の【０３００】には「図４４（ａ）に示すように緑色の球
を持ったキャラクターＴＫが登場する保留変化前兆演出が実行され、」、
「保留変化示唆演出として、キャラクターＴＫが緑色の球を画像表示領域
ＱＲ２に向かって投げる演出が実行され、さらにその後に、」、「キャラク
ターＴＫが投げた緑色の球が画像表示領域ＱＲ２に表示された画像ＱＣ２に
当たり、画像表示領域ＱＲ２に表示されている画像ＱＣ２が、画像ＱＣ３に
変化する」ことが記載されている。
　ここで、（ウ）の【０１７０】の「保留画像ＱＣ３は緑色の画像」という
記載とあわせると、キャラクターＴＫが投げた球の色とキャラクターが投げ
た球が当たった画像ＱＣ２が変化する画像ＱＣ３の色が、同じ緑色であるこ
とがいえるから、（ウ）の【０１７０】の「保留画像ＱＣ２は青色の画像」
という記載、及び（キ）の【０２９７】の「保留変化予告演出とは、・・・
保留変化前兆演出・・・を少なくとも含み、保留変化前兆演出後に実行可能
な演出であ」る「保留変化示唆演出を含んでいてもよい」という記載を踏ま
えると、先願明細書等には、「緑色の球を持ったキャラクターＴＫが登場す
る保留変化前兆演出が実行され、保留変化示唆演出として、キャラクタＴＫ
が緑色の球を画像表示領域ＱＲ２に向かって投げる演出が実行され、さらに
その後に、キャラクタＴＫが投げた緑色の球が画像表示領域ＱＲ２に表示さ
れた青色の保留画像ＱＣ２に当たり、画像表示領域ＱＲ２に表示されている
保留画像ＱＣ２が、」投げた球と同じ緑色である「保留画像ＱＣ３に変化」
する、保留変化予告演出が実行されることが記載されているといえる。（認
定事項（ソ－１））

　また、（オ）の【０２５４】には「図３２（ｂ）に示す保留変化前兆予告
に代えて、図３３（ａ）・・・に示すように赤色・・・の球を持ったキャラ
クターＴＫが登場する演出を実行することが可能である」、（ク）の
【０２９９】には「図４４は保留変化示唆演出の演出例を示す説明図であ」
るという記載や、「図４４（ａ）は、図３２（ｂ）と同一の図が示されてい
る」という記載があることから、図４４の「保留変化示唆演出の演出例」の
別の例として、「図４４（ａ）と同一の図が示されている」「図３２（ｂ）
に示す保留変化前兆予告に代えて」、「図３３（ａ）に示すように」「赤色
の球を持ったキャラクターＴＫが登場する演出を実行することが可能であ



る」演出例があることが実質的に開示されている。（認定事項（ソ
－２－１））

　そうすると、先願明細書等には、「緑色の球を持ったキャラクターＴＫが
登場する保留変化前兆演出が実行され」る例、すなわち図３２（ｂ）に示す
保留変化前兆予告に代えて、「赤色の球を持ったキャラクターＴＫが登場す
る保留変化前兆演出が実行され」ることが実質的に開示されているというこ
とができる。
　そして、赤色の球を持ったキャラクターＴＫが登場する保留変化前兆演出
が実行される場合、上記保留変化示唆演出として、上記（認定事項（ソ
－１））と同様の変化を行う演出、すなわち、キャラクターＴＫが投げた球
の色と、キャラクターが投げた球が当たった画像ＱＣ２が変化する画像の色
が同じ赤色になる演出が行われることも実質的に開示されているといえる。
　ここで、（ウ）の【０１７０】の「保留画像ＱＣ４は赤色の画像」という
記載を踏まえると、画像ＱＣ２が赤色の画像に変化するとは、画像ＱＣ２が
赤色の保留画像ＱＣ４に変化するといえることから、先願明細書等には、
　「保留変化示唆演出として、キャラクターＴＫが緑色の球を画像表示領域
ＱＲ２に向かって投げる演出が実行され、キャラクターＴＫが投げた緑色の
球が画像表示領域ＱＲ２に表示された青色の保留画像ＱＣ２に当たり、画像
表示領域ＱＲ２に表示されていた画像ＱＣ２が画像ＱＣ３」、すなわち緑
色、「に変化する演出が実行される」代わりに、
　「保留変化示唆演出として、キャラクターＴＫが赤色の球を画像表示領域
ＱＲ２に向かって投げる演出が実行され、さらにその後に、キャラクター
ＴＫが投げた赤色の球が画像表示領域ＱＲ２に表示された青色の保留画像
ＱＣ２に当たり、画像表示領域ＱＲ２に表示されていた保留画像ＱＣ２が、
キャラクタＴＫが投げた球の色と同じ赤色である保留画像ＱＣ４に変化する
演出が実行され」ることも実質的に開示されているといえる。（認定事項
（ソ－２－２））
　上記認定事項（ソ－２－１）、（ソ－２－２）、及び【０２９７】の「保
留変化予告演出とは、・・・保留変化前兆演出・・・を少なくとも含み、保
留変化前兆演出後に実行可能な演出であ」る「保留変化示唆演出を含んでい
てもよい」という記載を合わせると、先願明細書等には、
「赤色の球を持ったキャラクターＴＫが登場する保留変化前兆演出が実行さ
れ、保留変化示唆演出として、キャラクタＴＫが赤色の球を画像表示領域
ＱＲ２に向かって投げる演出が実行され、さらにその後に、キャラクタＴＫ
が投げた赤色の球が画像表示領域ＱＲ２に表示された青色の保留画像ＱＣ２
に当たり、画像表示領域ＱＲ２に表示されている保留画像ＱＣ２が、投げた
球と同じ赤色である保留画像ＱＣ４に変化する、保留変化予告演出が実行さ
れ」ることが記載されているといえる。（認定事項（ソ－２））

　（タ）　先願明細書等の（カ）の【０２７７】には「保留変化演出におい
て、初期画像及び最終画像とは異なる画像を「経由画像」と称する」という
記載があり、（ケ）の【０３０７】には「保留変化予告演出の実行が決定さ
れた場合において、保留変化予告演出を実行する回数は、保留変化演出にお
ける経由画像の数よりも１大きな数値以下（・・・画像が変化する回数以下
であって、例えば経由画像が１つであれば、初期画像が経由画像に変化し、
経由画像が最終画像に変化するため合計２回画像が変化するため２回以下）
であればよい。保留変化予告演出を実行する回数を、保留変化演出における
経由画像の数よりも１大きな数値と同一とすれば、画像が変化される度に保
留変化予告演出が実行される」、「保留変化演出が実行される場合には、保
留変化予告演出として、保留変化前兆演出及び保留変化示唆演出を実行され
る」という記載があることから、保留変化演出において、保留変化予告演出
を実行する回数を、保留変化演出における経由画像の数よりも１大きな数値
と同一とした場合であって、初期画像が、初期画像とは異なる経由画像に変
化し、経由画像が最終画像に変化する場合、経由画像の数が１であり、保留
変化予告演出として保留変化前兆演出及び保留変化示唆演出を実行する回数
は２回であることが記載されているといえる。



　また、【０２７７】には「保留変化演出において初期画像から経由画像に
変化し、経由画像から最終画像に変化される演出が実行される場合、経由画
像としては、初期画像よりも大当たりに対する信頼度が高く、最終画像より
も大当たりに対する信頼度が低い画像が選択される」という記載があること
から、最終画像は初期画像と経由画像のいずれとも異なる画像であるといえ
る。
　加えて、（ウ）の【０１７０】の「保留画像ＱＣ３」「保留画像
ＱＣ４」、【０２７７】の「経由画像として、・・・画像ＱＣ３及び画像
ＱＣ４・・・が選択され」という記載と合わせると、経由画像は保留画像で
あることは明らかである。
　以上のことから、先願明細書等には
「初期画像が、初期画像とは異なる保留画像である経由画像に変化し、経由
画像が初期画像とも経由画像とも異なる最終画像に変化する場合、経由画像
の数が１であり、保留変化予告演出として保留変化前兆演出及び保留変化示
唆演出を実行する回数は２回である」ことが記載されているといえる。（認
定事項（タ））
　
　（チ）　先願明細書等の（サ）の【０４２５】には「保留変化前兆演出と
して、・・・キャラクターＴＫが緑色の球と赤色の球を持って登場する演出
が実行され・・・保留変化示唆演出として、キャラクターＴＫが緑色の球を
画像表示領域ＱＲ２に向かって投げ、赤色の球を画像表示領域ＱＲ３に向
かって投げる演出・・・、及び、緑色の球が画像表示領域ＱＲ２に表示され
た画像ＱＣ１に当たり、赤色の球が画像表示領域ＱＲ３に表示された画像
ＱＣ２に当たる演出・・・が実行された後、・・・画像表示領域ＱＲ２に表
示された画像ＱＣ１が画像ＱＣ３に変化し、画像表示領域ＱＲ３に表示され
た画像ＱＣ２が画像ＱＣ４に変化する演出が実行される」と記載されてお
り、（ウ）の【０１７０】の「保留画像ＱＣ１は白色の画像、保留画像
ＱＣ２は青色の画像、保留画像ＱＣ３は緑色の画像、保留画像ＱＣ４は赤色
の画像」という記載とあわせると、先願明細書等には
「保留変化前兆演出として、キャラクターＴＫが緑色の球と赤色の球を持っ
て登場する演出が実行され、保留変化示唆演出として、キャラクターＴＫが
緑色の球を画像表示領域ＱＲ２に向かって投げ、赤色の球を画像表示領域
ＱＲ３に向かって投げる演出、及び、緑色の球が画像表示領域ＱＲ２に表示
された白色の保留画像ＱＣ１に当たり、赤色の球が画像表示領域ＱＲ３に表
示された青色の保留画像ＱＣ２に当たる演出が実行された後、画像表示領域
ＱＲ２に表示された画像ＱＣ１が緑色の保留画像ＱＣ３に変化し、画像表示
領域ＱＲ３に表示された画像ＱＣ２が赤色の保留画像ＱＣ４に変化する演出
が実行される」ことが記載されているといえる。（認定事項（チ））

　上記の記載事項（ア）～（サ）及び認定事項（シ）～（チ）から、先願明
細書等には、
「ａ　大当たり抽選をおこなって特別図柄を変動表示させ、大当たりに当選
した場合には多量の賞球を獲得可能な特別遊技が実行可能となる遊技機
１００であって、（認定事項（シ））
ｂ　大当たり抽選の権利が保留されていることを示す保留図柄を表示する表
示手段と、（認定事項（ス－１））
ｃ　前記保留図柄を、第１の特殊保留図柄、又は、第２の特殊保留図柄、に
変化させて表示手段に表示させることが可能である保留表示制御手段と、
（認定事項（ス－２））
ｄ　保留画像である初期画像が、初期画像とは異なる画像である特定の画像
に対応する保留画像に変化しうることを示唆する保留変化前兆演出を少なく
とも含み、保留変化前兆演出後に実行可能である保留変化示唆演出を含んで
いてもよい保留変化予告演出を実行する予告演出制御手段であって、前記保
留図柄が前記第１の特殊保留図柄に変化されるとき、前記第１の特殊保留図
柄に変化される可能性があることを示唆する第１の予告演出を行わせること
を可能にし、前記保留図柄が前記第２の特殊保留図柄に変化されるとき、前
記第２の特殊保留図柄に変化される可能性があることを示唆する第２の予告



演出を行わせることを可能にする予告演出制御手段と、（認定事項（セ））
を備え、
ｄ１　緑色の球を持ったキャラクターＴＫが登場する保留変化前兆演出が実
行され、保留変化示唆演出として、キャラクタＴＫが緑色の球を画像表示領
域ＱＲ２に向かって投げる演出が実行され、さらにその後に、キャラクタ
ＴＫが投げた緑色の球が画像表示領域ＱＲ２に表示された青色の保留画像
ＱＣ２に当たり、画像表示領域ＱＲ２に表示されている保留画像ＱＣ２が、
投げた球と同じ緑色である保留画像ＱＣ３に変化する、保留変化予告演出が
実行され、（認定事項（ソ－１））
ｄ２　赤色の球を持ったキャラクターＴＫが登場する保留変化前兆演出が実
行され、保留変化示唆演出として、キャラクタＴＫが赤色の球を画像表示領
域ＱＲ２に向かって投げる演出が実行され、さらにその後に、キャラクタ
ＴＫが投げた赤色の球が画像表示領域ＱＲ２に表示された青色の保留画像
ＱＣ２に当たり、画像表示領域ＱＲ２に表示されている保留画像ＱＣ２が、
投げた球と同じ赤色である保留画像ＱＣ４に変化する、保留変化予告演出が
実行され、（認定事項（ソ－２））
ｄ３　初期画像が、初期画像とは異なる経由画像に変化し、経由画像が初期
画像とも経由画像とも異なる最終画像に変化する場合、経由画像の数が１で
あり、保留変化予告演出として保留変化前兆演出及び保留変化示唆演出を実
行する回数は２回であり、（認定事項（タ））
ｄ４　保留変化前兆演出として、キャラクターＴＫが緑色の球と赤色の球を
持って登場する演出が実行され、保留変化示唆演出として、キャラクター
ＴＫが緑色の球を画像表示領域ＱＲ２に向かって投げ、赤色の球を画像表示
領域ＱＲ３に向かって投げる演出、及び、緑色の球が画像表示領域ＱＲ２に
表示された各色の保留画像ＱＣ１に当たり、赤色の球が画像表示領域ＱＲ３
に表示された青色の保留画像ＱＣ２に当たる演出が実行された後、画像表示
領域ＱＲ２に表示された画像ＱＣ１が緑色の保留画像ＱＣ３に変化し、画像
表示領域ＱＲ３に表示された画像ＱＣ２が赤色の保留画像ＱＣ４に変化する
演出が実行される、（認定事項（チ））
　遊技機１００。」
　
という発明（記号ａ～ｄ、ｄ１～ｄ４は本件補正発明のＡ～Ｄ、Ｄ１～Ｄ４
に対応させて当審で付した。以下、「先願発明」という。）が開示されてい
ると認める。

　（２）本件補正発明と先願発明との対比
　
　本件補正発明と先願発明とを対比する。（記号は先願発明の発明特定事項
に対応させて付した）
　
　（ａ）　先願発明における発明特定事項ａである「大当たり抽選をおこ
なって特別図柄を変動表示させ、大当たりに当選した場合には多量の賞球を
獲得可能な特別遊技が実行可能となる遊技機１００」は本件補正発明の発明
特定事項Ａである「変動表示を行ない、遊技者にとって有利な有利状態に制
御可能な遊技機」に相当する。

　（ｂ）　先願発明における発明特定事項ｂである「大当たり抽選の権利が
保留されていることを示す保留図柄を表示する表示手段」について、「大当
たり抽選の権利が保留されている」とは未だ大当たり抽選がおこなわれてお
らず、変動表示も開始されていないということができるから、「大当たり抽
選の権利が保留されていることを示す保留図柄を表示する表示手段」は、本
件補正発明の発明特定事項Ｂである「未だ開始されていない変動表示につい
て、保留表示として表示可能な保留表示手段」に相当する。

　（ｃ）　先願発明における発明特定事項ｃである「前記保留図柄を、第１
の特殊保留図柄、又は、第２の特殊保留図柄、に変化させて表示手段に表示
させることが可能である保留表示制御手段」は、本件補正発明の発明特定事



項Ｃである「保留表示の態様を、所定態様から第１特別態様および第２特別
態様を含む複数種類の特別態様のうちのいずれかに変化可能な態様変化手
段」に相当する。

　（ｄ）　先願発明における発明特定事項ｄである「保留画像である初期画
像が、初期画像とは異なる画像である特定の画像に対応する保留画像に変化
しうることを示唆する保留変化前兆演出を少なくとも含み、保留変化前兆演
出後に実行可能である保留変化示唆演出を含んでいてもよい保留変化予告演
出を実行する予告演出制御手段であって、前記保留図柄が前記第１の特殊保
留図柄に変化されるとき、前記第１の特殊保留図柄に変化される可能性があ
ることを示唆する第１の予告演出を行わせることを可能にし、前記保留図柄
が前記第２の特殊保留図柄に変化されるとき、前記第２の特殊保留図柄に変
化される可能性があることを示唆する第２の予告演出を行わせることを可能
にする予告演出制御手段」は、所定の態様で表示されている保留図柄が変化
することを示唆する演出を実行可能とすることができるといえるから、本件
補正発明の発明特定事項Ｄである「前記所定態様で表示されている保留表示
の態様が変化することを示唆する示唆演出を実行可能とする示唆演出実行手
段」に相当する。

　（ｄ１）　先願発明における発明特定事項ｄ１における「緑色の球を持っ
たキャラクターＴＫが登場する保留変化前兆演出が実行され、保留変化示唆
演出として、キャラクタＴＫが緑色の球を画像表示領域ＱＲ２に向かって投
げる演出が実行され、さらにその後に、キャラクタＴＫが投げた緑色の球が
画像表示領域ＱＲ２に表示された青色の保留画像ＱＣ２に当たり、画像表示
領域ＱＲ２に表示されている保留画像ＱＣ２が、投げた球と同じ緑色である
保留画像ＱＣ３に変化する、保留変化予告演出」は、青色の保留画像ＱＣ２
が緑色の保留画像ＱＣ３に変化することを示唆しているといえ、本件補正発
明の発明特定事項Ｄ１である「前記所定態様で表示されている保留表示の態
様が前記第１特別態様に変化することを示唆する第１示唆演出」に相当す
る。

　（ｄ２）　先願発明における発明特定事項ｄ２における「赤色の球を持っ
たキャラクターＴＫが登場する保留変化前兆演出が実行され、保留変化示唆
演出として、キャラクタＴＫが赤色の球を画像表示領域ＱＲ２に向かって投
げる演出が実行され、さらにその後に、キャラクタＴＫが投げた赤色の球が
画像表示領域ＱＲ２に表示された青色の保留画像ＱＣ２に当たり、画像表示
領域ＱＲ２に表示されている保留画像ＱＣ２が、投げた球と同じ赤色である
保留画像ＱＣ４に変化する、保留変化予告演出」は、青色の保留画像ＱＣ２
が赤色の保留画像ＱＣ４に変化することを示唆しているといえ、本件補正発
明の発明特定事項Ｄ２である「前記所定態様で表示されている保留表示の態
様が前記第２特別態様に変化することを示唆する第２示唆演出」に相当す
る。

　（ｄ３）　先願発明における発明特定事項ｄ３である「初期画像が、初期
画像とは異なる経由画像に変化し、経由画像が初期画像とも経由画像とも異
なる最終画像に変化する場合、経由画像の数が１であり、保留変化予告演出
として保留変化前兆演出及び保留変化示唆演出を実行する回数は２回であ」
ることについて、保留変化前兆演出及び保留変化示唆演出を含む保留変化予
告演出が２回行われることによって、初期画像が初期画像とは異なる経由画
像に変化し、経由画像が初期画像とも経由画像とも異なる最終画像に変化す
る。
　そうすると、１回目の保留予告変化演出は初期画像が初期画像とは異なる
経由画像に変化することを示唆し、２回目の保留予告変化演出は経由画像が
初期画像とも経由画像とも異なる最終画像に変化することを示唆するもので
あるから、２つの保留予告変化演出は異なるものであり、先願発明における
発明特定事項ｄ３は、先願発明における発明特定事項ｄ１の保留予告変化演
出と、先願発明における発明特定事項ｄ２の保留予告変化演出とが、この順



番で実行される場合を含むものであるが、これは本件補正発明の発明特定事
項Ｄ３である「前記所定態様から前記第１特別態様に変化することを示唆し
た後、前記第２特別態様に変化することを示唆する第３示唆演出」に相当す
る。

　（ｄ４）　先願発明における発明特定事項ｄ４である「保留変化前兆演出
として、キャラクターＴＫが緑色の球と赤色の球を持って登場する演出が実
行され、保留変化示唆演出として、キャラクターＴＫが緑色の球を画像表示
領域ＱＲ２に向かって投げ、赤色の球を画像表示領域ＱＲ３に向かって投げ
る演出、及び、緑色の球が画像表示領域ＱＲ２に表示された白色の保留画像
ＱＣ１に当たり、赤色の球が画像表示領域ＱＲ３に表示された青色の保留画
像ＱＣ２に当たる演出が実行された後、画像表示領域ＱＲ２に表示された画
像ＱＣ１が緑色の保留画像ＱＣ３に変化し、画像表示領域ＱＲ３に表示され
た画像ＱＣ２が赤色の保留画像ＱＣ４に変化する演出が実行される」こと
は、「白色の保留画像ＱＣ１」の態様を「緑色の保留画像ＱＣ３」に、「青
色の保留画像ＱＣ２」の態様を「赤色の保留画像ＱＣ４」に、それぞれ変化
させることを示唆する演出を実行することであり、本件補正発明の発明特定
事項Ｄ４である「一つの演出により前記所定態様で表示されている複数の保
留表示の態様が前記特別態様に変化することを示唆する特定示唆演出とを実
行可能である」ことに相当する。

　以上のことから、本件補正発明と先願発明は
「変動表示を行ない、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機で
あって、
　未だ開始されていない変動表示について、保留表示として表示可能な保留
表示手段と、
　保留表示の態様を、所定態様から第１特別態様および第２特別態様を含む
複数種類の特別態様のうちのいずれかに変化可能な態様変化手段と、
　前記所定態様で表示されている保留表示の態様が変化することを示唆する
示唆演出を実行可能とする示唆演出実行手段とを備え、
　前記示唆演出実行手段は、
　前記所定態様で表示されている保留表示の態様が前記第１特別態様に変化
することを示唆する第１示唆演出と、
　前記所定態様で表示されている保留表示の態様が前記第２特別態様に変化
することを示唆する第２示唆演出と、
　前記所定態様から前記第１特別態様に変化することを示唆した後、前記第
２特別態様に変化することを示唆する第３示唆演出と、
　一つの演出により前記所定態様で表示されている複数の保留表示の態様が
前記特別態様に変化することを示唆する特定示唆演出とを実行可能である、
遊技機。」

で一致し、相違点はない。

　（３）小括
　以上のとおり、本件補正発明は、先願発明と同一の発明であり、しかも、
本件補正発明の発明者が先願発明の発明者と同一であるとはいえず、また、
本願の出願日時点において、その出願人が先願発明の出願人と同一であると
もいえないので、特許法第２９条の２の規定により特許出願の際独立して特
許を受けることができないものである。

　（４）審判請求人の主張について
　審判請求人は平成２９年８月２１日付け審判請求書の「（３）拒絶理由に
ついて」において、平成２９年８月２１日付け手続補正書により補正された
請求項１、２記載の発明と先願発明との対比において、以下の主張を行って
いる。



「同日付提出の手続補正書により、本願発明１および本願発明２（以下、
「本願発明」とも称します。）は、示唆演出実行手段が「前記所定態様から
前記第１特別態様に変化することを示唆した後、前記第２特別態様に変化す
ることを示唆する第３示唆演出」を実行可能であることが限定されました
（構成Ｄ３）。
　先願１の当初明細書等には、図８７および図８８に開示されているよう
に、二つの保留画像について保留変化演出が実行されることは開示されてい
るものの、一の保留画像に対して、当該保留画像の態様が他の態様に変化す
ることを示唆した後に、当該他の態様とは異なる態様に変化することを示唆
することは開示されていません。
　つまり、先願１の当初明細書等には、補正後の本願発明が備える構成Ｄ３
に係る技術事項が記載されていません。
　さらに、本願発明は、先願発明が備えていない構成Ｄ３を備えることによ
り、保留表示の態様が変化した後に更に別の態様に変化するため、遊技者に
対して、保留表示の態様が何段階に亘って変化するかについて注目させるこ
とができるという新たな効果を奏します。」

　しかしながら、上記「（３）本件補正発明と先願発明との対比において示
した通り、先願発明における発明特定事項ｄ３は、先願発明における発明特
定事項ｄ１の保留予告変化演出と、先願発明における発明特定事項ｄ２の保
留予告変化演出とが、この順番で実行される場合を含むものであり、本件補
正発明の構成Ｄ３である「前記所定態様から前記第１特別態様に変化するこ
とを示唆した後、前記第２特別態様に変化することを示唆する第３示唆演
出」に相当する構成を備えるといえる。

　したがって、審判請求人の主張は採用できない。

　４．むすび
　以上のとおりであるから、本件補正は、特許法第１７条の２第６項におい
て準用する同法第１２６条第７項の規定に違反するので、同法第１５９条第
１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべ
きものである。

第３　本願発明について
　１．本願発明
　本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１－２に係る発明
は、平成２９年５月２日付けの手続補正書により補正された、特許請求の範
囲の請求項１－２に記載された事項により特定されるところ、その請求項１
に係る発明（以下、「本願発明」という）は、上記第２の１．において記載
した次のとおりのものである。
「【請求項１】
Ａ　変動表示を行ない、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機
であって、
Ｂ　未だ開始されていない変動表示について、保留表示として表示可能な保
留表示手段と、
Ｃ　保留表示の態様を、所定態様から第１特別態様および第２特別態様を含
む複数種類の特別態様のうちのいずれかに変化可能な態様変化手段と、
Ｄ　前記所定態様で表示されている保留表示の態様が変化することを示唆す
る示唆演出を実行可能とする示唆演出実行手段とを備え、
　前記示唆演出実行手段は、
Ｄ１　前記所定態様で表示されている保留表示の態様が前記第１特別態様に
変化することを示唆する第１示唆演出と、
Ｄ２　前記所定態様で表示されている保留表示の態様が前記第２特別態様に
変化することを示唆する第２示唆演出と、
Ｄ４　一つの演出により前記所定態様で表示されている複数の保留表示の態
様が前記特別態様に変化することを示唆する特定示唆演出とを実行可能であ
る、遊技機。」



　２．拒絶理由通知の概要
　平成２９年３月１日付け拒絶理由通知の理由３は、本願発明は、上記先願
明細書等に記載された発明と同一の発明であり、特許法第２９条の２の規定
により特許を受けることができないというものである。

　３．先願明細書等及び先願発明
　先願明細書等に記載されている、先願発明の認定は前記「第２　平成２９
年８月２１日付けの手続補正についての補正却下の決定」の「３．独立特許
要件」に記載したとおりである。

　４．対比・判断
　本願発明は、本件補正発明から、前記第２の２．に記載した補正事項であ
る発明特定事項Ｄ３の「前記所定態様から前記第１特別態様に変化すること
を示唆した後、前記第２特別態様に変化することを示唆する第３示唆演出
と」を削除したものである。
　そうすると、本願発明の構成要件をすべて含み、さらに他の限定を付加し
たものに相当する本件補正発明が、前記第２の３．に記載したとおり、先願
発明と同一の発明であることから、本願発明も同様の理由により、先願発明
と同一の発明であるといえる。

　５．むすび
　以上のとおり、本願発明は、先願発明と同一の発明であり、しかも、本願
発明の発明者が先願発明の発明者と同一であるとはいえず、また、本願の出
願遡及日時点において、その出願人が先願発明の出願人と同一であるともい
えないので、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができな
い。
　したがって、その余の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶さ
れるべきものである。

平成３０年　５月　７日

　　審判長　　特許庁審判官 瀬津 太朗
特許庁審判官 川崎 優
特許庁審判官 藤田 年彦

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）　　　　　　　　　　　　　　　
　この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日
（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、特許庁長官を
被告として、提起することができます。
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